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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名札幌地方検察庁令和 呂 日分
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当Lﾉないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間)を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である6

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名仙台地方検察庁令和2年4月 日分
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

．【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とはj ll月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」どなる6

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

『

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名仙台地方検察庁
~‐一一～ ■ 上 b企佇L許争一
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令和2年4月_a_Q日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でと．りまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 :統計表）別紙3

令和2年4月SO日分 庁名水戸地方検察庁
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは, ､本通知の提出期限前の直近の期間(例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。 ・

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。
l ‐ ・

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名水戸地方検察庁

令和2年3月31日分

|番号｜ 罪名 ｜ 氏名 刑の内容
1 ロ

願書受理日

1

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



別紙3 特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）

令和2年4月分 庁名宇都宮地方検察庁
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件
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二願書を受理した

くなったものです。

る努力をし,本人今後も,引き続き本人に連絡をとる努力をし,本人

の意向を確認した上,常時恩赦等での上申等を検討する方針です。

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名宇都宮地方検察庁
一=＝←÷ 一一 ～－－－

令和2年4月分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間)を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名 静岡地方検察庁
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 ｢当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 1．1月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し, 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる6

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

、

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名 静岡地方検察庁
可 ヤゥマF王ぞ寺 Fﾛ ＝ 一工李へ ▲口 づ可 ず ㎡ 訂
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令和2年4月_30日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

1

2 該当事項なし

1

4

5

6



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）

庁名長野地方検察庁

別紙3

令和2年4月分
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件
一一一一一一

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数｣ と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数｣ となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙 3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名長野地方検察庁
一一‐－ﾏ ｰｰｰ 勺=旬ヨーー ーー

一

金和星笙塑_分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上,通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名奈良地方検察庁令和2年4月 日分
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。 、

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については, ､本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙S

特別基準恩赦受理処理状況（その2： 罪名別受理状況）

庁名奈良地方検察庁
一グーも 剖 望 ｡. 上 り △､企▼P令 △､屯岸今a

令和2年4月SO日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の．内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

記潔睾疑套勢需警害察雷亨溌菩曹蕊尭尉皇殿日を提出期限とする通
3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名福岡地方検察庁令和2年5月 日ノ、
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名福岡地方検察庁

令和2年5月10日分

｜氏名 刑の内容番号’ 罪名 願書受理日
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【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名長崎地方検察庁令和2年4月 日安
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合i当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 ｢当期受理｣には，職権上申の事務に着手し参ものを含む。
4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名長崎地方検察庁
一一ヱーニ 七 寺望 割-、ﾆ ﾛ守←＝可 ﾛ戸一J 引き姿>か. 丑, ゴP乃丑ﾛ ゴ タダーーゴ.ダダ少凸.．■二二空
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、

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日


